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Contact 

荒木法律事務所は、 IPBC Japan 

2021にHost  Sponsorとして参加

いたしました。 

本年のIPBC Japanは、2021年12月9日・10日の2日に

わたり、オンラインで開催され、IPに関する複数の

興味深いトピックが議論されました。弊所からは、

弁護士荒木昭子がAlliances, aggregation and deal 

structuresのセッションに登壇いたしました。本

ニュースレターでは、セッションの簡単なご報告を

させていただきます。ご登録・ご参加くださった皆

様にはお礼申し上げます。 

IPBC Japan 2021のご報告とお礼 

IPBC Japan 2021にご登録・ご参加くださった皆様、誠にありがとうございました。弊所の弁

護士荒木昭子が登壇しましたAlliances, aggregation and deal structuresのセッションでは、標

準必須特許（SEP）等のライセンス経験が豊富なパネルにより、IP分野のアライアンスについ

て、特許権者側と実施者側双方の立場を踏まえ活発な議論がなされました。 

荒木からは、これまでのSEPのライセンス・訴訟の実務経験も踏まえ、大要、以下のご報告を

させていただきました。 

- パテント・プールについて 

実施者の立場からは、取引コスト削減等の観点からパテント・プールを通じた一括ライセンス

を取得することのメリットは広く論じられています。他方で、特許権者としてはプール外の個

別交渉のメリットを強調する意見もみられるなか、荒木からは、特許権者側にとっても、コス

ト削減効果やプールへの貢献に基づくリターン等の観点から、パテント・プールを活用するこ

とのメリットがあることについて、具体例を挙げてご説明させていただきました。 

さらに、SEPの分野では、昨今、異業種間ライセンスの重要性が増す中で、現に特許権者側・

実施者側にプレイヤーの数が増大しており、今後さらに増大するであろうこと、異業種間でラ

イセンス実務の共通認識が欠けていることなどから、ライセンサー側・ライセンシー側双方に

とって、プールを活用する重要性がさらに増大すると思われることについても、言及させてい

ただきました。 

- 実施者側の連携について 

他方で、SEPライセンスの異業種への波及を背景として、昨今は実施者側の連携についても議

論されています。セッションでは、このような実施者側の連携についても簡単に議論がなされ

ました。具体的には、他のパネルの皆様のご意見も踏まえつつ、実施者側の連携については競

争法上の論点をクリアにする必要があることや、ライセンシー側としてはライセンス料の支払

いはビジネスに直結することからライセンサー側よりも増して利害調整に努力を要するであろ

うことを述べさせていただきました。 

ライセンス全般にいえることですが、特にSEPのライセンスにおいては、ライセンサーとライ

センシーとのバランスが非常に重要です。異業種間ライセンスの実務の拡大により、実務的に

クリアにしなければならない課題が多岐にのぼりますが、今後、双方のバランスをとりつつ、

ベストプラクティスの構築に向けて努力していかなければならないフェーズにあります。弊所

としても、これまでの経験を踏まえ、プラクティスの構築に向けて貢献していきたいと考えて

おります。 

イベントの詳細は、主催者IAMのウェブサイトよりご覧いただけます。 

荒木法律事務所（Araki International IP&Law）は、2021年にグローバル・ファーム及び日本の国内ファーム等で10年以上の経験を有

する弁護士によって創設された新しい法律事務所です。特に、知的財産分野のクロス・ボーダーのライセンスや国際的な紛争解決の分

野に力を入れています。その他、国際取引・紛争解決、データ・プライバシー、IT・情報通信、規制対応・コンプライアンス等、幅広い領域

において企業をサポートいたします。 

Contact 

IPBC Japan 2021では、本ニュースレターでご紹介しきれない活発な議論がなされました。以上でご

紹介させていただいた内容に関するご質問等は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。 

荒木法律事務所  

弁護士（カリフォルニア州・日本国）・弁理士  

荒木昭子 

akiko.araki@arakiplaw.com 

https://arakiplaw.com/ 

本ニュースレターの購読の中止を希望される場合、その他お問合せにつきましては、お手数ですがメールでご連絡ください。なお、本

ニュースレターは一般的な情報提供を目的とするものであり、法的アドバイスを構成するものではないことにご留意ください。 

© Araki International IP&Law 

News Letter December 2021 

https://events.iam-media.com/event/6ca71eba-0365-4754-861d-03fe13d4a3c6/summary
mailto:info@arakiplaw.com?subject=ニュースレターの配信停止について

